






884の判決
アメリカのミズーリ州に法律上の住所を置

いているアメリカ国籍の男（原告）が，韓国
国籍の女性（被告）と韓国で結婚し，アメリ
カ国籍を取得した被告と居住期限を決めずに
韓国に居住していた後，被告を相手に離婚，
親権者及び養育者の指定を請求した事案で，
原被告いずれも韓国に常居所を持っており，
婚姻が韓国で成立し，その婚姻生活の大半が
韓国で営んだことを考慮すれば，その請求は
韓国と実質的関連があると認められるため，
国際私法第２条第１項の規定により韓国の裁
判所が裁判管轄権を持つと言うべきであり，
原被告が選択による住所（ domicile of

choice）を韓国に形成し，被告が訴状副本の
適法の送逹を受け積極的に応訴したことまで
考慮すれば，国際私法第２条第２項に規定さ
れた国際裁判管轄の特殊性を考慮しても韓国
の裁判所の裁判管轄権の行使に何らの影響が
ない。
③ ソウル中央地法2005年６月22日宣告
2003カ合87723著作権の侵害差止など
（確定）（管轄認定事例）
�� 原告は，韓国に居住する映画のシナリ

オ作家で，被告１は，アメリカ法人で，被告
２は，韓国法人である。
�� 争点１：被告１に対する国際裁判管轄

権の認定根拠
①　CJ株式会社は，被告２の株式を

37.04％保有しており，1995年スチーブン・
スピルバーグなどと共同で被告１を設立し，
2001年12月10日現在，被告１の持分を13％
保有している事実，②被告１は，1995年頃，
被告２に日本を除いたアジア市場の映画配給
権を独占的に付与して，被告２は，その後，
被告１から年間４，５本の映画提供を受け国
内で上映した事実，③韓国の映画市場は，世
界10位ぐらいで，アメリカに比べてはその
1／16.93に，日本に比べてはその1／1.85に
過ぎないが，カナダよりは大きい市場である
事実，④被告１は，映画の広告費，広報費，
配給関連の諸般費用を直接に負担して，被告

２から映画上映などにより発生した総収入か
ら費用を差引した後，８～13％の配給手数
料が支払われてきた事実，⑤現在，大半の商
業映画がその製作段階からも莫大な費用が必
要となるため，映画製作会社は，全世界の映
画市場を目標とし，安定的な収入確保のため
に各国の映画配給会社と一定の提携関係を結
ばざるを得ず，被告１は，スチーブン・スピ
ルバーグなどにより共同で設立され，世界的
に上映される有名な映画を製作，配給し全世
界にわたる営業活動を通じて利益を得ている
点等を総合して鑑みれば，被告１は，韓国の
裁判所に提訴され得ると合理的に予見するこ
とができると言えるため，被告１は，韓国と
実質的関連がある。
�� 争点２：外国での著作権侵害に対する

差止請求に関する国際裁判管轄権の認定
①　原告の被告１に対する本件請求及び被

告１が韓国と実質的関連があり，被告１が韓
国の裁判所に提訴され得ることを合理的に予
見することができた点，②韓国は被害者であ
る原告の常居所地国である点，③韓国の映画
市場の規模が，たとえアメリカより小さいと
しても，日本やカナダに比べて小さいとは言
えず，韓国で発生した損害額が全体損害に比
べて些細なものとは言えない点，④韓国が
WTOの付属協定の適用を受けるため，被告
１が韓国に応訴することは特別に不当か不利
とは言えない点，⑤本件訴えにある国内での
著作権侵害に対する請求部分と外国での著作
権侵害に関する請求部分は，基礎となった事
実関係及び争点が同一であり，韓国でこの二
つの請求の全てを裁判することが望ましい点
等を根拠に国際裁判管轄を認定した11。
� 実質的関連がないと判断した事例
④　仁川地法2003年７月24日宣告2003か

合1768（確定）（管轄否認事例）
�� 原告は，韓国法によって設立された法

人であり，被告は，韓国会社グループの自動
車及びその部品の輸出入業などを目的とする
日本国の現地法人で日本国の自動車部品供給
業社らとの間に自動車部品などの継続的供給
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契約を締結し，納品を受けこれを原告に供給
してきたところ，韓国会社グループ全体の経
営破綻により2002年７月４日，日本国東京
地方裁判所の民事更生手続開始の決定を受け
た。ところで，原告は，被告の不渡しによる
日本からの自動車部品供給の中断で通常の車
の生産が中断される危機に陥り，自動車部品
の継続的な安定供給を確保するために，日本
国の自動車部品供給業社らの更生債権を譲り
受けた後，次の譲渡の手続きを経った。他方，
被告は，韓国法人で韓国の仁川に所在する訴
外会社に対して債権を持っている。
�� 原告が上の債権譲渡契約に基づき被告

に譲受金の支払いを求めたところ，裁判所は，
�この事件の部品代金債権は，日本国の自動
車部品供給業社と被告の間に日本で締結され
た契約により発生したものであり，たとえ上
の債権譲渡により債権譲受人である原告の住
所地である仁川が新しい義務履行地になった
としても，原告がその債権を譲り受ける時，
既に債権譲渡人である上の自動車部品供給業
社などが民事更生手続に再生債権者として参
加し，その手続きにおいて更生計画による弁
済を予定しており，したがって，譲り受ける
としても更生計画によって債権額が一部弁済
されるに止まり個別的な権利行使が禁止され
るという事実を充分に認識し，自動車部品の
継続的な安定供給の確保という営業目的のた
めに仕方なく譲り受けただけでなく，原告自
身も先受金返還債権者として上の民事更生手
続きに参加した点，�他方，更生債務者であ
る被告は，原告が上の部品供給業社から既に
申込まれた更生債権を譲り受けて，民事更生
手続きの効力が及ばない韓国の裁判所に，被
告を相手に提訴できると合理的に予測できな
い点，�韓国に支店または営業所を設置して
おらず，現在通常の営業活動が中断しており，
清算型の民事更生手続きが進行中である点，
�民事訴訟法第11条所定の財産所在地の裁
判籍を根拠に国際裁判管轄権を認めるために
は，一般的に所在する財産と訴訟の間に裁判
管轄を認めるための充分な合理的な関連性が

認められなければならないが，被告の訴外会
社に対する債権とこの事件の譲受金の請求部
分の間には，このような合理的な関連性を認
めるに値する証拠がないと判断した。
⑤ ソウル中央地法2006年７月20日宣告
2006カ合3023解雇無效確認（控訴中）
（管轄否認事例）
�� アメリカ人である原告は，2000年６

月19日アメリカ国内でアメリカ法人である
被告２，被告２の間接子会社である被告１と
の間に雇用及び派遣契約を締結した。被告2
は，2005年９月２日，原告に被告２が被告
１の株式を売却することによって韓国国内に
資産がなくなったため，原告の経験などに当
たる職責を提供できなくなったとして，2005
年９月15日に解雇するという通知をした。
�� 原告が，被告１に勤める労働者を採用

し派遣した被告２を相手に，主位的に解雇の
無効確認と同時に解雇日翌日からの賃金，予
備的に退職金の支払いを求めた。
�� 裁判所は，韓国の管轄を否定する根拠

として，アメリカ人である原告がアメリカ法
人である被告２との間にアメリカ国内での雇
用及び派遣契約を締結した事実，被告２が派
遣期間中雇用及び派遣契約に基づき原告に給
与を支払った事実，雇用及び派遣契約にアメ
リカのテキサス州法を準拠法とした事実，ア
メリカのテキサス州南部裁判所は2006年４
月10日欠席裁判で被告２の原告に対する雇
用終了が雇用及び派遣契約に違反しなかった
という内容などを確認する判決を宣告した事
実が認められる。このように，当事者がアメ
リカ人またはアメリカ法人で，紛争の判断基
礎になる雇用及び派遣契約がアメリカ国内で
締結されただけでなく，アメリカのテキサス
州法を準拠法としている点，被告２は上の雇
用及び派遣契約に基づき原告に給与を支払っ
た点，民事訴訟法上の管轄規定による裁判管
轄権が我が国の裁判所にない点，欠席裁判で
はあるがアメリカの裁判所で原告の雇用終了
に関する確認判決が宣告された点などに照ら
して，たとえ原告が被告１に派遣され我が国
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礎理論」法学論叢第22集第２号（2006年）
277頁脚注（44）。

４ 大法院2006年12月７日宣告2006ダ53627
判決。

５ 上の判決に対する評釈として，林治龍
「 U D R Pと国際裁判管轄合意― 韓国
hpweb.com判決を中心に―」『国際知的財
産権法及び国際私法の論点資料集』（2005年）
127頁以下，陶斗亨「ドメイン名紛争の国際
裁判管轄」人権と正義通巻第347号（2005年）
143頁以下，石・前掲注�261頁以下などが
ある。

６ 判決には，当事者と法廷地の間に実質的関
連性を持つ要素として，原告の住所地が韓国
であり，UDRPR第１条にも登録者の住所所
在地の裁判所を管轄裁判所にしており，被告
も原告の住所地裁判所が管轄裁判所になる可
能性があることを予想できる点などを挙げて
いる。

７ 判決には，事案と法廷地の間に実質的関連
性を持つ要素として，原告の住所地または営
業地が韓国にある点，ウェブサイトの使用言
語が韓国語で，主なサービス地域，営業上の
損害発生地及び関連証拠の所在地が韓国にあ
る点，相互管轄（mutual jurisdiction）に関
する解決政策及び手続規定（UDRP及び
UDRPR）の諸条項が大韓民国の裁判所に国
際裁判管轄権を認めることに影響を及ばない
点等を挙げている。

８ 上の判決には，国際裁判管轄配分の理念に
して条理を使っていない。条理は，何らの基
準を提示することができず，これを取り入れ
ると不必要な論理展開を引き起こすので，敢
えて条理という概念を用いる必要がないとの
見解，石・前掲注�280頁。

９ 法律上管轄規定がないという理由で国際裁
判管轄を認めることができないのではなく，
その場合には第２条第１項の原則に従って国
際裁判管轄の有無を判断しなければならない
との見解は多数である。

10 石・前掲注�286頁。
11 本案の請求については，被告１が原告の著
作権を侵害した事実を認定する証拠がなく原
告の請求を棄却した。

12 類似事案で，航空会社として中国広東省に
主たる事務所を置く中国法人を相手に中国で
の航空機の機体欠陷によって航空運航が取消
されたなどの事情によって受けた損害の賠償
を求める事案で，被告が大韓民国国内に営業
所，代表者を置いているなどの事情を挙げて，
国際裁判管轄が認められた事例がある。ソウ

ル中央地方裁判所2004年８月11日宣告2004
カダン97225損害賠償（其）判決。

13 大法院1994年１月28日宣告93ダ18167判
決。

14 本案請求については，共謀の事実を認定す
る証拠が無いとして棄却した。

15 大法院1988年10月25日宣告87ダカ1728判
決。

16 ブリュッセル規定第３条にこのような国内
管轄規定の適用を排除している（Annex I 代
表的な規定としてドイツ民事訴訟法第23条
を挙げている）。

17 形式的有效性の要件である書面合意の必要
性について，1999年12月31日法律第6083号
で全文改定された仲裁法第８条第３項第２号
には，「書信・電報・電信及び模写電送その
他通信手段により交換された文書に仲裁合意
が含まれている場合」，これを書面による仲
裁合意とすると明文の規定を置いている。

18 大法院1992年１月21日宣告91ダ14944判
決，大法院1997年9月９日宣告96ダ20093判
決。

19 これを認める主旨は，一つの裁判所にいく
つかの請求の併合を申立てやすくなり，原告
の便宜が図られ，被告にとってもどうせ応訴
するなら一つの裁判所で裁判を受ける利点が
あり，裁判所としても紛争を一ヶ所で統一的
に解決できるので訴訟経済にも適うからであ
る。

20 大法院は，主観的請求の併合を肯定するこ
とを前提に，被告の立場から不当に応訴が強
要されないように，請求の牽連性，紛争の一
回解決可能性，被告の現実的応訴可能性など
を総合的に考慮し慎重に認めるべきであると
判示した。大法院2003年９月26日宣告2003
ダ29555判決。
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